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令和５（２０２３）年度 元気シニア活躍推進モデル事業 

募 集 要 項 

１.目 的 

本事業は、シニアが身近な地域で継続的に社会参加することができる環境づくりの

ため、老人クラブ活動を主体とした社会貢献活動等をモデル事業（以下、「モデル活動」

という。）として実施し、活動の進め方や課題解決の方法を検証するとともに、その情

報を各地域で共有することで、魅力ある社会参加活動の普及と活動意欲のあるシニア

の活躍を推進することを目的とします。 

なお、本事業は、一般財団法人栃木県老人クラブ連合会が栃木県から委託を受けて

実施するものです。 

 

２.募集内容 

次の４項目を満たすモデル活動を実施できる、栃木県内の単位老人クラブ等を募集

します。 

＊複数の単位老人クラブ（地区老連含む）、市町老人クラブ連合会が実施する場合でも

応募可能です。 

 

（１）＜新 規 性＞当該老人クラブが新たに取り組む活動であること 

（２）＜継 続 性＞定期的に実施する活動であること 

（３）＜情報発信＞活動を広く周知すること 

（４）＜地域貢献＞地域社会に貢献する活動であること 

 

３.モデル活動具体例 

 

注）１.詳細は別紙１のとおり 

注）２.別紙１に記載する活動例は例示であるため、「２.募集内容」に示す４項目を満

たす活動であれば独自の活動でも応募できます。 

No1 昔遊びサロンで空き家再生プロジェクト　

No2 みんなでサポート！支え合いMAPでつながる地域づくり

No3 時間があれば駆けつけます！できる範囲で「お助け隊」！！

No4 スマホを持って、とちまるくんと歩こう！　～歩いて・得して・健康づくり～

No5 みんなで育てる○○地区コミュニティガーデン

No6 みんなで踊ろうぷらっと踊り！ここに住むなら踊りゃなそんそん♫

No7 未来につなげ！じいばあ自慢の郷土料理

No8 スマホでつながれ！！　便利で安心なまちづくり

No9 スマホでつながれ！！　便利で安心なまちづくり　～○○町老連の取組～

＊ICTとは「情報通信技術」の略。スマートフォンやSNS等の通信技術を活用したコミュニケーションを指します

【文化伝承　　】

【ＩＣＴ活動　】

【ＩＣＴ活動　】

【サロン活動　】

【支え合い活動】

【支え合い活動】

【健康づくり　】

【奉仕活動　　】

【文化伝承　　】
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４.活動期間（予定） 

令和５年９月～令和７年３月末 

 

５.応募について 

（１）応募期間：令和５年３月上旬～令和５年６月３０日（金） 

（２）応募書類：元気シニア活躍推進モデル事業 活動計画書（別紙２） 

（以下、「モデル活動計画書」という。）  

様式は下記 HP からダウンロードできます。 

（３）応募方法：各市町老人クラブ連合会が取りまとめのうえ、下記応募先へメールま

たは郵送にて提出してください。 

（４）応募先および問い合わせ先 

：一般財団法人 栃木県老人クラブ連合会 

          〒３２０－８５０３ 

         栃木県宇都宮市駒生町 ３３３７－１ とちぎ健康の森２階 

          電話：028（６２１）４７８７ 

       メールアドレス：tochi-ikiiki@tochigirouren.or.jp 

 

６.選定方法 

 （１）モデル活動計画書の提出 

    モデル活動への応募者は「モデル活動計画書」を提出してください。 

（２）３者ヒアリング 

モデル活動計画書を受領後、「活動の目標」「課題」他についてヒアリングを実施

いたします。 

＊ヒアリング実施後、必要に応じてモデル活動計画書を修正し、再提出していた

だきます。 

（３）審査・選定 

提出されたモデル活動計画書に基づき審査し、モデル活動を実施する老人クラブ

等（以下、「モデルクラブ」という。）を選定いたします。 

（４）決定通知 

   審査終了後、審査結果を通知します。 

（５）モデル活動スケジュールの相互確認 

   活動実施開始前までにモデル活動の具体的なスケジュール等（活動内容、予算、

参加者名簿など）について確認し、あわせて、クラブ会員へ意識調査のアンケー

トを実施していただきます。 

（６）決定の取り消し 

   次のいずれかに該当する場合は、決定を取り消すことがあります。 

   ａ.活動計画書等に虚偽の記載がある場合 

   ｂ.公序良俗に反する行為等が確認された場合 
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７.補助金の手続き・交付 

（１）モデルクラブには、活動費として補助金が交付されますので、補助金交付要領

（別紙４）に基づき手続きを行ってください。 

 （２）モデル活動が決定した老人クラブ等へ補助金を以下の通り交付します。 

    １モデル上限額１０万円／年度 

 

８.スケジュール（予定） 

 （１）モデルクラブの募集     ：令和５年３月～６月 

    ・モデル活動計画書の提出   

    ・ヒアリングの実施  

 （２）審査・選定         ：令和５年７月 

 （３）モデル活動スケジュール    ：令和５年８月 

の相互確認 

＜事前＞アンケートの実施         

 （４）モデル活動実施       ：令和５年９月～令和７年３月 

 （５）中間報告会         ：令和６年３月 

（６）＜事後＞アンケートの実施 ：令和７年１月～２月 

モデル活動報告書の作成   

（７）活動結果発表会        ：令和７年３月 

 

９.添付書類 

  別紙１.モデル活動具体例 

  別紙２.モデル活動計画書 

  別紙３.モデル活動報告書 

  別紙４.補助金交付要領 

  別紙５.スケジュールおよびフロー図 

 

 

＊この募集要項および添付書類は“ぷらっと”のホームページからもダウンロード 

できます。  

URL： https://www.senior-ouen-p.ne.jp/ 

 

 


